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計画の目的
　矢板市環境基本計画は、矢板市環境基本条例第8条の規定に基づき、地球温暖化など地球規模の環境問
題をはじめ、地域の身近な環境問題や課題に積極的に対応し、持続可能な地域社会の構築を図っていくため、
　① 本市における環境の保全と創造に関する長期的な目標と、
　② その目標実現に向けた長期的な取組の方針（施策の大綱）を明らかにし、
　③ 市民・事業者・市が、それぞれの責務と役割分担のもとに協働し、
　④ 環境施策を総合的・計画的に推進していく
ことにより、基本条例が掲げる基本理念を実現していくことを目的としています。

市民・事業者・市の役割
　今日の地球温暖化などの地球規模の環境問題をはじめ、大気汚染や水質汚濁といった身近な生活環境
問題は、私たちのこれまでのライフスタイルや産業経済活動に起因しています。
　このため、本計画が目指す環境の将来像を実現していくためには、市民・事業者・市の各主体が、環
境の保全と創造に対する自らの役割を理解し、環境負荷の少ない暮らしや事業活動を実践していくとと
もに、環境パートナーシップのもと、みんなで協力し合い、環境の保全と創造を積極的に進めていくこ
とが大切です。

市民

●日常生活における環境への負荷を減らすように努めます。
●一人ひとりが積極的に環境の保全と創造に取り組んでいきます。
●市・地域・市民団体が行う環境保全活動や環境についての学習などに積極的に
参加します。

●市が行う環境の保全と創造に関する施策に協力します。

事業者

●事業活動における環境への負荷を低減させるように努めます。
●廃棄物の削減に努めるとともに、事業活動により生じた廃棄物を適正に処理し
ます。

●市や地域、市民団体などが行う環境保全活動に積極的に参加します。
●市が行う環境の保全と創造に関する施策に積極的に協力します。

市
（行政）

●市域の環境条件に応じた環境の保全と創造に関わる基本的・総合的な施策を定
め、計画的に実施します。

●自らが施策を策定し、実施するにあたっては、市域のみならず、近隣の市町を含
めた広域的な観点に立ち、優良な環境の保全を優先します。

●市の業務活動に際し、率先して環境負荷の低減に努めます。
●市民や事業者の自主的な環境保全活動などを支援していきます。

計画の期間
　令和 4年度から令和 13（2031）年度までの 10 年間

　「矢板市環境基本計画」は、本市の環境分野における最も基本となる計画です。
　近年の気候変動や国が示している 2050 年カーボンニュートラルに対する対応など、大幅な見直しが必
要であることから、令和 4年度を初年度とする新たな矢板市環境基本計画を策定いたしました。
　この計画の目指す将来像は、「人と自然が調和する 環境にやさしい 持続可能なまち」です。
　高原山の麓に広がる豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくため、皆さまのご協力をお
願いいたします。 詳しくはこちら

矢板市環境基本計画（概要）
～人と自然が調和する 環境にやさしい 持続可能なまち～
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矢板市環境基本計画の施策体系
施策の大綱 施策（取組）の柱 市の主な取組

地球温暖化の防止の推進

気候変動適応対策の推進

●省エネルギー対策　●地方公共団体実行計画策定
●再生可能エネルギーの導入　●森林吸収源対策

●気候変動適応計画に関する分野別施策の実施
●県や近隣市町との連携

1．気候変動に対する取組を進め、
地球環境にやさしいまちを
めざします

●歴史・文化環境の保全
●良好な都市環境の整備

歴史・文化環境の保全と良好
な都市環境の創造

良好な生活環境の維持・改善
に関する取組の推進

環境美化活動に関する取組の
推進

●大気環境、水質保全、土壌・地下水汚染の防止
●放射性物質による環境汚染への対応

2. 生活環境を維持・改善し、
一人ひとりが住みよい、
快適な環境のまちをめざします 循環型社会の構築と適正な

廃棄物処理の推進

●不法投棄、ポイ捨て防止
●環境美化、清掃活動推進

●３R の推進によるごみの発生抑制と資源化
●ごみ収集体制充実、広域処理　●産業廃棄物適正処理

●地域の生息生物等の調査と情報発信
●特定外来種対策推進生物多様性の保全

森林や里地里山の保全と再生

水資源、水辺環境の保全 ●良好な水資源の保全　●生物多様性に配慮した水辺
づくり　●水辺の親水空間の整備・保全

3. 生物多様性を保全し、
人と自然が共生できるまちを
めざします

●森林の適切な維持管理、森林資源の有効活用
●里地里山の保全

環境保全活動の推進

環境保全活動の指導者や団
体等の育成

●行政区や河川愛護会などとの協力　●ボランティア
団体との協力　●事業者、学校、各種団体支援

●環境教育や環境学習、環境保全活動を行う人材や団
体の育成

4. みんなで環境を守り、
いきいきと行動するまちを
めざします

環境教育や環境学習の推進、
自然とのふれあいの機会の創出

環境文化都市やいた創造会
議との連携

環境に関する情報発信の充実

●自然観察教室、生きもの調査、環境講座の実施
●学校における環境教育の充実

●環境に関する人材育成　●環境に関する体験学習
●生きもの調査

●生活環境や自然環境の状況の発信
●その他環境に関する情報発信

持続可能な地域づくりの推進

未来技術の導入促進

5. 持続可能な地域づくりの検討を
すすめます

●地域の特性に応じた持続可能な取組の検討
●地域脱炭素化に向けた取組の検討

●未来技術導入による環境保全の取組の研究・検討



〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
TEL:028-622-4327  FAX:028-624-4940  
URL:https://www.jrc.or.jp/chapter/tochigi/

ⓒAtsushi  Shibuya  / JRCS

令和3年足利山林火災救護（栃木県）

赤十字病院における新型コロナウイルス感染症対応

令和3年7月大雨災害救護（静岡県）

緊急事態を引き起こした感染症、頻発する自然災害
いかなる状況下でも、ひとりでも多くの、苦しんでいる人を救うため、
どうか、赤十字活動資金への温かいご協力をお願いいたします。

皆様からお寄せいただいた活動資金は、「命と健康を守る活動」として大切にいかされています。
ご支援いただき、誠にありがとうございます。

赤十字の事業 災害等に対する赤十字の活動

災害救護活動

救急法等の講習

青少年赤十字活動

医療事業

血液事業

国際支援活動

社会福祉事業

看護師等の
養成事業

赤十字ボランティア
養成

平時から備える 未来を守る災害から救う1 2 3
いざという時のために
日頃から訓練などの
備える活動を行っています

発災時には救護員や物資を
迅速に準備し、医療救護や
物資の配布等の様々な活動
を展開します

子供たちへの教育など、
対応力を高める活動を
行っています

災害救護訓練

救援物資の備蓄

ボランティアの養成

防災セミナー等の実施

救急法等講習会の実施

子供たちへの防災教育等

巡回診療、こころのケア

医療救護

血液製剤の供給

救援物資の配布

ボランティアによる支援

県内の主な
災害救護
活動実績

●1986年 茂木町水害
●1990年 壬生町竜巻災害
●1998年 栃木県北部・那須町水害
●2003年 黒磯タイヤ工場火災
●2011年 東日本大震災

●2012年 栃木県竜巻災害
●2014年 宇都宮市内 土砂崩れ
●2015年 関東・東北豪雨災害
●2019年 令和元年東日本台風（19号）災害
●2021年 足利山林火災
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